
競技団体育成・強化対策事業 実施要項 

 

 

【国スポ選手育成強化】                                                                

 

１ 目 的 

 第 79 回国民スポーツ大会での男女総合優勝（天皇杯獲得）に向けた本県選手の競技力向上

と、恒常的な強化体制の整備、充実、発展を目的とし、競技団体が実施する競技力向上対策事

業を支援する。 

 

２ 対 象 

     国民スポーツ大会実施競技で、滋賀県競技力向上対策本部が対象と認めた競技団体 

 

３ 期 間 

   各年度４月１日～２月末日までとする。 

   補助期間については、やむを得ない事情のある場合は別途協議する。 

 

４ 内 容 

競技団体が取り組む競技力向上対策事業において、交通費、宿泊費、大会参加費、施設使

用料、報償費、保険料、消耗品費、備品購入費、練習環境の改善に係る経費、医科学サポー

ト費、その他滋賀県競技力向上対策本部が認める経費を補助する。 

 

５ その他 

   補助金の交付は、原則概算払いとする。 

 

付 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

この要項は、令和７年４月１日から施行する。 

 


